
建築物等の屋上に設置するアンテナ類の届出について

建築物の屋上部分等にアンテナ類を設置する場合、当該アンテナ類を含んだGLからの高さが

建築物の届出基準高さ（市街化区域20ｍ、市街化区域以外10ｍ、沿道景観美化地区13ｍ）以上となる場合は届出が必要となる。

ただし、5ｍ未満のアンテナ類については、届出対象外とする。

（例） 建築物の届出基準高さが20ｍの場合
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